
定期大会とは、労働組合における最高決議機関です。
毎年初夏～秋ごろにかけて各組合で開催され、過去1年間の活動や予算に
関する審議と、次の1年間の活動方針や予算案、労働協約の改廃について
の決議が行われます。

いわば労働組合における『国会』のようなもので、少なくとも年に一度は必ず開
催することが労働組合法第5条. 第2項第6号で定められています。

今年度の定期大会を10月に行います。

対象者：扇橋交通労働組合　組合員
（令和7年10月13日までに、正規組合員であること）

加盟申請中であっても、参加可能ですが、決議権はありません。乗務員
証入れに封入される出欠票をよく読んでご投函ください。

令和６年度　定期大会のお知らせ



開催日

２班４班明け５班公休　10月13日　月曜日
1部：午前５時0分～６時0分
2部：午前10時30分～11時30分

開催場所：組合　事務所
（参加人数により、変更の場合がございます。その場合はLINE等でご連絡いたします。）

令和６年度　定期大会のお知らせ

詳細はサロンに掲示しております。ご一読ください。



令和6年度　定期大会のお知らせ
9月中旬　　乗務員証入れに、出欠確認および委任状が配布されます。

出席の場合は、1部2部どちらかの選択。
欠席の場合は、委任状に署名をお願いします。



令和6年度　定期大会のお知らせ
9月中旬　　仮組合員には　委任状のない案内状が届きます。

出席の場合は、1部2部どちらかの選択。
欠席の場合は、

何も書かずに投函か、破棄してください。



令和6年度　定期大会のお知らせ
9月中旬　　乗務員証入れに、出欠確認および委任状が配布されます。
欠席の場合は、委任状に署名をお願いします。

出席・もしくは委任どちらかに、コード番号と名前。

１．出席の場合
お好きな時間帯にレ印を記入

２．委任の場合
代理人の意味が分からない、

特にいない場合は、何も書かない。

冗談は書かない。



令和6年度　定期大会のお知らせ
9月中旬　　乗務員証入れに、出欠確認および委任状が配布されます。

出席の場合は、1部2部どちらかの選択。
欠席の場合は、委任状に署名をお願いします。

締め切り：9月30日　　

第1点呼場の投函箱へ投函してください。

10月13日　月曜日　　

午前5時　もしくは、午前10時30分に、
組合事務所まで、お越しください。

参加人数により、開催場所を点呼場に変更する可能性もあります。そ
の際は、組合グループＬＩＮＥなどでお知らせいたします。


